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１　趣旨

　　　平成１９年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うことが義務付けられました。

　事務の点検・評価は、教育委員会が事務の管理及び執行状況を点検・評価することにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、町民への説明責任を果たすことを目的としています。

２　対象

　　　前年度である平成２１年度教育行政執行方針に掲げられた主な施策等を対象としました。
３　方法

　　　主な施策等に対する具体的な取り組み内容をまとめ、成果と課題を明らかにした上で、今後の取り組みの方向を示すために必要性を評価しました。
　　①施策の基本方針

　　　点検・評価の対象である主な施策を示しています。

　　②具体的な取り組み内容

　　　施策の基本方針を実現するために取り組んだ内容を示しています。

　　③成果と課題

　　　具体的な取り組み内容から生じた成果と課題について明らかにしています。

　　④評価

　　　今後の取り組みの方向性を示すために必要性について評価しています。

	Ａ
	　的　確－施策の必要性が高く、このまま継続していくことが必要

	Ｂ
	　良　好－施策の必要性があり、概ねこのまま継続していくことが必要

	Ｃ
	　要検討－施策の必要性あるが、継続していくために内容の検討が必要

	Ｄ
	　要改善－施策の必要性が低く、将来的には廃止等を検討すべき
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１．教育委員会の活動状況
　　(1)会議の開催状況

　　　　安平町教育委員会の会議は、毎月、１回を目途に開催していますが、案件等に応じては臨時に委員会を開催しています。平成２１年度には委員会を１４回開催しました。
　　　　この会議では、５名の委員が教育行政の基本方針の決定、教育に関する規則など様々な課題について審議します。

	開 催 日 時
	付　　　議　　　案　　　件　　　な　　　ど

	　４月　３日
	・平成２１年度教職員辞令交付式

（議案）
・安平町就学指導委員会委員の委嘱（補充）について

	　５月　１日
	（報告）

・諸般報告

（議案）

・安平町教育委員会委員長の選挙について

・安平町教育委員会委員長職務代理者の指定について

・平成２１年度安平町育英基金奨学金奨学生の採用について

・準要保護児童生徒の認定について

	　５月２２日
	（報告）

・諸般報告

（議案）

・平成２１年度教育予算（補正）について

・準要保護児童生徒の認定について

・安平町給食センター運営委員会委員の委嘱（補充）について

・安平町青少年問題協議会委員の委嘱（補充）について

（その他）

・児童生徒の派遣事業「中学生海外派遣事業」「広島平和記念式典派遣事業」

　について

・各学校の運動会の日程について

・公益信託元谷正義記念追分奨学基金申請状況について

	　６月２２日
	（報告）

・諸般報告

・６月町議会定例会報告

（議案）

・準要保護児童生徒の認定について

（その他）

・苫小牧警察署との「子ども健全育成サポートの協定」について

	　７月３０日
	（報告）

・諸般報告

・子ども健全育成サポートの協定について

（議案）

・準要保護児童生徒の認定について
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	開 催 日 時
	付　　　議　　　案　　　件　　　な　　　ど

	　８月２４日
	（報告）

・諸般報告

・平成２１年度教育予算（補正）について

（議案）

・平成２２年度から使用する中学校用教科用図書の採択について

（その他）

・子ども健全育成サポートシステム協定書締結について

	　９月２９日
	（報告）

・諸般報告

・９月町議会定例会報告

・全国学力・学習状況調査の結果について

・安平町教育功績賞の表彰について

（その他）

・町内の学校における新型インフルエンザの発症について

・生涯学習フェスティバル月間の実施について

・富岡小学校ＰＴＡによる統廃合問題協議経過について

	１０月２１日
	（報告）

・諸般報告

・新型インフルエンザの感染状況について

（その他）

・追分小学校児童と追分中学校生徒による問題行動（暴力行為）について

・富岡小学校ＰＴＡによる統廃合問題協議経過について

・安平町追分文化祭、早来地区文化展について

・早来中学校アイスホッケー部廃部問題について

	１１月２４日
	・町内学校等訪問
（報告）

・諸般報告

・財産の取得について

（議案）

・平成２１年度教育予算（補正）について

・安平町子ども文化・スポーツ賞被表彰者の決定について

・安平町立はやきた子ども園条例の制定について

（協議）

・追分幼稚園使用料の値上げ等について

（その他）

・町内各学校の新型インフルエンザの状況について

・追分小学校児童と追分中学校生徒による問題行動（暴力行為）について

・追分中学校改築基本設計（原案）について
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	開 催 日 時
	付　　　議　　　案　　　件　　　な　　　ど

	１２月２１日
	（報告）

・諸般報告

・１２月町議会定例会報告

・追分中学校建設工事基本設計について

・安平町立学校評議員設置要綱について

・安平町総合計画実施計画について

（議案）

・安平町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について

（協議）

・追分幼稚園使用料の改正について－今後の方向性－

（その他）

・富岡小学校統廃合について－今後の方向性－

・平成２２年町民新年交礼会の出欠について

・早来中学校の部活動問題について

	　１月２８日
	（報告）

・諸般報告

・地域活性化・きめ細やかな臨時交付金について

（議案）

・安平町立はやきた子ども園の設置について
・安平町立追分幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定について
・安平町学校給食センター管理規則の一部を改正する規則の制定について
・平成２２年度職員（一般職員）人事方針について
・教職員の処分内申について

（その他）

・早来中学校部活動の縮減等に係る提言について

・富岡小学校統廃合について－動向－

	　２月２４日
	（報告）

・諸般報告

・平成２１年度教育予算（補正）及び平成２２年度教育予算について

（議案）

・準要保護児童生徒の認定について

・安平町民スポーツ賞被表彰者の推薦について

・安平町子ども文化・スポーツ賞の被表彰者の決定について

・安平町郷土資料館条例の一部を改正する条例の制定について
（協議）

・平成２２年度全国学力・学習状況調査の希望利用調査について
（その他）

・各学校卒業式の祝辞の分担について
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	開 催 日 時
	付　　　議　　　案　　　件　　　な　　　ど

	　３月１０日
	（議案）
・平成２２年度教職員人事異動内示について

・安平町子ども文化・スポーツ賞の被表彰者の決定について

（その他）

・各学校入学式の祝辞の分担について

	　３月２５日
	（報告）

・諸般報告

・３月町議会定例会報告

（議案）

・平成２２年度準要保護児童生徒の認定について

・安平町立追分幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定について

・安平町立追分幼稚園使用料の改正について

（その他）

・各学校入学式の祝辞の分担について

・追分郷土資料館について

・平成２２年度教職員辞令交付式の開催について


　　(2)その他
　　　1.規則等の制定状況
　　　　①規則
	規則番号
	件　　　　　　　名
	公布年月日
	施行年月日

	（21年）

第２号

（22年）

第１号

第２号

第３号
	安平町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則
安平町立追分幼稚園管理規則の一部を改正する規則

安平町立学校給食センター管理規則の一部を改正する規則

安平町立追分幼稚園管理規則の一部を改正する規則
	21.12.28

22.2.5

22.2.10

22.4.1
	22.1.1

22.2.5

22.4.1

22.4.1


　　　　②訓令
	規則番号
	件　　　　　　　名
	公布年月日
	施行年月日

	第１号
	安平町教育委員会事務局組織のグループ制の試行に伴う事務処理に関する規定を廃止する訓令
	21.12.28
	22.1.1
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　　　2.表彰制度

　　　　① 安平町民文化賞

　　　　　　該当者なし

　　　　② 安平町民スポーツ賞

	氏　　　　　　名
	分　　　　野

	中　　村　　隼　　人　　様
	スピードスケート

	高　　山　　瑞　　穂　　様
	スピードスケート

	早来中学校スピードスケート部　様
	スピードスケート


　　　　③ 安平町子ども文化・スポーツ賞
	氏　　　　　名
	表彰の種類
	分　　　野

	宮　　本　　真 里 菜　　様
	子ども文化賞
	民　　謡

	追分小学校第２学年　　様
	　　　〃
	学級新聞

	余　　野　　二　　月　　様
	子ども文化奨励賞
	版　　画

	富　　樫　　祐　　太　　様
	　　　〃
	版　　画

	嶋　　　　　あ か り　　様
	　　　〃
	版　　画

	曽　　根　　汰 来 郎　　様
	子どもスポーツ奨励賞
	陸上競技

	三　　浦　　芽　　依　　様
	　　　〃
	陸上競技

	伊　　藤　　雅　　也　　様
	　　　〃
	陸上競技

	三　　島　　涼　　花　　様
	　　　〃
	陸上競技

	吉　　田　　優　　大　　様
	　　　〃
	陸上競技

	阿　　部　　憲　　人　　様
	　　　〃
	陸上競技

	曽　　根　　瑛 未 奈　　様
	　　　〃
	陸上競技

	沼　　田　　真 里 奈　　様
	　　　〃
	ソフトテニス

	早来中学校ソフトテニス部　様
	　　　〃
	ソフトテニス

	尾　　崎　　琴　　音　　様
	　　　〃
	ソフトテニス

	片　　倉　　な　　な　　様
	　　　〃
	ソフトテニス

	門　　別　　春　　香　　様
	　　　〃
	ソフトテニス

	星　　　　　千　　晴　　様
	　　　〃
	ソフトテニス

	早来中学校アイスホッケー部　様
	　　　〃
	アイスホッケー

	追分中学校剣道部　　様
	　　　〃
	剣　　道
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２．主要施策等の点検・評価

	施策１　学校教育の充実

	１．学校教育の推進

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	確かな学力の育成
	・学校改善推進委員会が中心となり全国学力学習状況調査の結果を分析し、各学校の学習指導の改善を行った。
	○少人数指導を取り入れた学習指導を継続することで、子どもの学習意欲が向上した。
△全国学力・学習状況調査で、平均正答率が小学校は依然、全国、全道より低い状況にある。
	Ｂ

	小学校の外国語（英語教育）への取り組み
	・新学習指導要領導入に伴い、小学校での外国語（英語教育）が必修になることから、全ての小学校にＡＬＴを派遣した。
	○英語の発音に親しみ、異文化に触れるなど学習意欲の向上が見られた。
△ＡＬＴ１名で対応しているため、充分な活用時間数が確保できない。
	Ａ

	教育懇談会の開催
	・追分中学校の改築事業（建設工事）の基本設計について、教育関係者等から意見を聴取するため開催した。
	○学校関係者、社会教育関係者、及び地域の方から、幅広い意見を聴取し、それを基本設計に活かすことができた。
	Ａ

	学校統廃合問題
	・単位ＰＴＡで小学校の統廃合について議論の場を設定するよう働きかけた。
	○富岡小学校ＰＴＡが独自にアンケートを実施したり、地域の代表者と話し合いを持つなど、統廃合に向けて積極的に取り組んだ。

△保護者だけでなく、地域の方の理解を得ることが必要。
	Ａ

	２．幼稚園教育

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	幼稚園教育の充実
	・遊びを中心とした教育活動を実施した。
	○遊びを中心とした教育活動を通して、豊かな心の育成等、発達段階に応じた指導、教育活動ができた。
	Ｂ
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	３．特別支援教育

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	特別支援学級の充実
	・小学校４校、中学校１校に特別支援学級を設置した。
・小学校３校に特別支援教育補助員を配置した。

・小学校３校に言語聴覚士を配置した。
	○小・中学校ともに、自校での指導を充実することができた。
○特別支援教育補助員を配置することで、きめ細やかな指導を図ることができた。
○言語聴覚士を派遣することで、児童の言語能力を改善することができた。

△次年度、小学校から中学校に進学する児童がいるため、中学校への特別支援教育補助員の配置が必要となる。

△全道的に言語聴覚士が少ないことから、確保することが難しい状況にある。
	Ａ

	４．生徒指導

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	いじめの早期発見・早期対応
	・取り組みについての自己点検やアンケート調査の適宜実施等による早期発見、校内体制の充実による早期対応に努める。
	○校内研修を積極的に実施するなど校内体制の整備等で、いじめの認知件数がなくなった。
△いじめは、いつでも起こりうるとの危機感を常に自覚しておくことが必要である。
	Ａ

	相談体制の充実
	・中学校に「心の教室相談員」を配置した。
	○心の教室相談員と話すことでストレス解消等の心の安定を見いだす場となることができた。
	Ａ

	５．健康・安全教育

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	防災・防犯訓練や防犯・交通安全教室の充実
	・年間指導計画に基づき、実施した。
	○児童生徒への啓発に成果があった。

△取り組みの工夫等によるマンネリ化の防止に努める必要がある。
	Ｂ

	６．総合的な学習の時間

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	総合的な学習の時間の充実
	・地域の人材や教育資源等を活用し、社会体験や自然体験等の教育活動を展開した。
	○社会体験や自然体験等を通して、児童生徒の自ら学ぶ意欲の向上が図られた。
	Ａ
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	７．教職員の資質の向上

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	校内研修の充実
	・胆振教育局指導主事の学校訪問等を活用した、校内研修を実施した。
	○校内研修の活性化と教職員の資質能力の向上が見られた。

△町外で実施される各種研修事業への積極的な参加が望まれる。
	Ａ

	教員長期社会体験研修事業への派遣
	・教員以外の仕事を体験する事業として１名（１年間）、スポーツセンターに受け入れた。
	○教員としての視野を広げることができ、資質の向上が図られた。
△今後も町内の教員が積極的に事業に参加することが望まれる。
	Ａ

	８．高等学校

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	追分高等学校への支援の充実
	・追分高等学校の間口維持と存続ために必要な支援を行った。
	○支援を行うことにより、ほぼ定員を満たす入学者となることができた。

△平成２２年度から１間口の募集になることから、今後は、間口維持と高校存続に向けた取り組みや支援が必要となる。
	Ｂ

	９．学校給食
	

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	栄養教諭による「食に関する指導」の充実
	・関連教科や総合的な学習の時間で、教科や学年に合った内容の食に関する指導を行った。
	○朝ごはんの必要性や栄養バランスの大切さ等を学び、食生活を見直す意識づけとなった。

△生活リズム等の実態把握が必要。
	Ａ

	地場産食材の活用
	・安平町の食材２８品目を使用しているほか、近隣産の食材、道内産の食材を多く活用した。
	○新鮮で安全な食材を提供することができた。

△天候に左右される食材等は、確保に難しい状況にある。
	Ａ

	給食費の値上げ改定
	・平成２１年４月より実施。
	○栄養価の充実した給食を提供することができた。

△食品の値上げや消費税増税等により、今後も改定の必要性が出てくる。
	Ａ
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	学校給食用食品の定期点検の実施
	・早来給食センターにおいて、食品添加物検査、細菌検査、残留農薬検査を行った。
	○検査食品全てにおいて、陰性もしくは基準地内のため、品質管理上の問題はなかった。
△検査料が高額なため、多くの食品の検査ができない。
	Ａ

	給食センターの整備
	・施設の統廃合に向けて調査、研究を行った。

・先進地等の視察研修（厚真・大樹町学校給食センター）を実施した。
	○既存施設の現状、及び先進地の状況が把握できた。

△建設する場合、しない場合の具体的なコスト計算が必要。

△財源（補助金、起債）について精査する必要がある。
	Ｂ

	１０．学校施設等の整備

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	学校施設等の整備
	・遠浅小学校教頭住宅の建設。
	○遠浅小学校教頭住宅を建設したことによって、学校管理職住宅すべてが整備された。
	Ｂ

	学校整備事業の推進
	・遠浅小学校機械室屋根防水工事。
・早来小学校２階トイレ洋式便器増設改修。
・機械室アスベスト含有量分析調査（早来小学校・安平小学校・追分小学校）。
	○現有施設を長期間にわたって使用できるように計画的な整備改修を実施した。

○調査の結果、アスベストが含まれていなかった。

△今後も、計画的に修繕・整備が必要となる。
	Ａ

	校舎等の耐震化推進
	・追分中学校耐力度調査事業。
・早来中学校耐震診断事業。
	○学校施設の改築、及び耐震補強事業によって、施設面で生徒の安全性向上が図られる。

△耐震診断の計画的な実施、整備・修繕を進める必要がある。
	Ａ

	スクールバスの充実
	・スクールバスの更新事業の実施。
・町民の混乗の実施。
	○スクールバスを更新したことで、両地区スクールバスの老朽化が解消された。

○町民が乗車できることにより、町民の利便性の向上と有効活用が図られた・

△長期的な視野にたったバスの更新が必要となる。
	Ａ
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	施策２　社会教育の充実

	１．社会教育の推進

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	学習活動の充実
	・生涯学習フェスティバルの実施や町民マスター制度の創設。
	○町内で活動している個人・団体等で実行委員会を組織し、芸術鑑賞からスポーツまで幅広い活動の場を町民に提供し、学習活動の意欲を高めることができた。
○教育分野における「町民マスター」の要件整備が整い、平和教育マスターを登録した。
△領域ごとに新たな教育マスターを選定していく必要がある。
	Ａ

	学習情報の提供
	・生涯学習だより「きらり」の発行。
	○毎月生涯学習だより「きらり」を発行し、各種の講座・教室や施設の情報、サークルの情報等、生涯学習情報を提供することができた。
	Ａ

	２．各時期における学習機会の充実

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	学習ニーズへの対応
	・社会教育事業企画検討会や学習会支援事業等を実施。
	○社会教育事業企画検討会で企画・立案された事業を一般町民向けに実施するなど、町民の参画を図り、地域や住民のニーズに沿った事業展開を行うことができた。
	Ａ

	３．青少年期

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	異年齢交流活動の推進
	・子どもチャレンジ塾やサバイバルキャンプ、放課後子ども教室の実施。

・安平町子ども会育成連絡協議会を支援し、バス研修、スポーツ大会、子ども大会等を実施。
	○様々な体験活動等の開催により、子どもたちの豊かな心と生きる力を育むことができた。

○安平町子ども会育成連絡協議会と連携を図り、異学校間及び異年齢間の交流を図ることができた。
	Ａ
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	平和教育の推進
	・広島平和記念式典派遣事業を計画。
	○広島平和記念式典派遣事業について１名増員し６名の児童生徒の派遣を計画したが、新型インフルエンザのため派遣事業は中止となり、学校ごとに平和学習に取り組んだ。

△派遣中止となった場合の代替事業を検討する必要がある。
	Ｂ

	子どもたちの安全確保
	・子どもサポート隊の実施。
	○追分、早来町内会や自治会をはじめ、町内団体の協力を得て実施した。
	Ａ

	青年期の学習ニーズへの対応
	・成人式を新成人の実行委員会形式で実施。
	○成人式の協力を新成人、青年団体に呼びかけ、実行委員会を組織し開催することができた。

△青年団体の団員数の減少により活動が縮小されている。
	Ｂ

	４．女性期

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	様々な活動への参加促進
	・胆振管内女性リーダー養成派遣事業や女性の集いの実施。
	○町内の女性団体に呼びかけ実行委員会を組織し、女性の集いを開催し、町内の辞を生団体の交流を図ることができた。

○女性の集い等を契機にして、追分地区のＪＡ女性部の婦連協への加盟に向けた調整が進んでいる。
	Ａ

	５．成人教育

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	学習機会の提供
	・社会教育事業企画検討会発案事業の実施。
	○生涯学習ボランティアスタッフの意見やアイデアを収集し、町民の学習ニーズに合った学習機会の提供を行うことができた。
	Ａ

	主体的な学習活動の支援
	・マイプランマイスタディ事業や学習支援事業の実施。
	○公民館でのコンサート等、町民の主体的な学習活動を実施することができた。
	Ａ
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	６．家庭教育

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	家庭教育講座の実施
	・妊娠期、幼児期、就学時健診等を活用した子育て講座、思春期の子どもを持つ親のための子育て講座を実施。
	○妊娠期から思春期まで、子どもの発達段階に応じた保護者向けの家庭教育講座を実施することができた。
	Ａ

	人材育成の推進
	・子育てサポーターリーダー養成講座の実施。
	○地域で子育てを支援するネットワークを広げるための子育てサポーター養成講座を実施した。

△福祉部局との連携を図りながら、参加者の確保と効果的な形態を探る必要がある。
	Ｂ

	７．高齢者教育

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	高齢者大学の実施
	・ボランティア活動や児童との交流等、高齢者大学の講座内容の充実を図り、学んだ成果を地域に活かす社会参加をめざす取り組みを実施。
	○高齢者大学生からアンケート等、ニーズに応えたカリキュラムづくりを行い学生の学習意欲が向上した。

△学んだ成果を高齢者の生きがいづくりや地域に活かすための企画の必要がある。
	Ａ

	８．学社融合事業

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	学社融合事業の推進
	・高齢者との交流、中学校の家庭科兼子育て講座等、学校と社会教育が互いに補完し合い、それぞれのねらいを持ち寄って地域の教育力を十分活かした学習活動を展開。
	○地域の人材や自然、施設を活かしながら、関係者が一体となって授業づくりを行い、児童生徒と地域の方が有意義な学習活動を行うことができた。
	Ａ

	９．国際理解教育

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	中学生海外派遣事業の実施
	・安平町国際交流センターと協力し、中学生をオーストラリアに派遣。
	○新型インフルエンザのため派遣を中止する。

△個人が体験したものをいかに多くの人に還元できるか。
△参加者にかかる経費が高額であり、平等性に欠ける。

△事業の継続について検討する必要がある。
	Ｄ
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	１０．芸術文化・文化財

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	芸術文化事業の実施
	・小中学生芸術文化鑑賞会として「琴」の演奏会、一般町民向けに文化講演会、ロビーコンサートを開催。
	○小中学生に優れた演奏を提供することができた。
○ロビーコンサートでは、日頃活動している個人や団体を町内外から招き、優れた演奏を提供することができた。また、実行委員会形式に転換し実施した。
	A

	団体の育成・支援
	・文化協会への支援。
	○文化協会交付金を通して、文化祭や芸能発表会の開催等を支援した。
△会員の高齢化により、事業実施の支援等を検討する必要がある。
	Ｂ

	文化財の保護・保存
	・早来地区の文化財の説明看板の設置の実施。
	○早来地区の町指定文化財に説明看板を設置し町の歴史や文化に触れる機会の提供に努めた。

△町指定文化財の積極的な活用により、町民の理解促進を図っていく必要がある。
	Ｂ

	鉄道資料館の整備
	・鉄道資料館の屋根改修、外壁塗装等を実施。
	○鉄道資料館をきれいに改修するとともに、ＳＬの展示を通して町内外のたくさんの人に来館してもらうことができた。
△管理委託しているＳＬ保存協力会会員の高齢化に伴い、後継者の育成の必要がある。
	Ａ

	郷土資料館の効果的な活用
	・郷土資料保管庫を追分郷土資料館に改修。
	○追分郷土資料館を整備することができた。

△安平町の歴史を後世に伝承するために、住民の文化財に対する関心を高める必要がある。

△早来郷土資料館の代替施設について検討する必要がある。
	Ｂ
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	１１．施設の効果的活用

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	施設の効果的な活用
	・追分、早来、安平、遠浅公民館での公民館ギャラリーの実施。
	○各公民館、及び教育長室での町民、児童生徒の作品を展示し、気軽に足を運べるよう努めた。
○維持管理コストを見直しながら経費節減に努めて、効率的な運営をすることができた。

△老朽化する施設について、計画的な改修の必要がある。
	Ａ

	公民館図書室の運営
	・早来、追分公民館図書室のデーターベース化が終了し、４つの公民館図書室の相互貸し出し、返却が可能になる。
	○早来公民館で借りた本を他の公民館で返却することができるなど、利用しやすい図書室の運営を行うことができ、その結果、早来・追分公民館図書室の貸し出し冊数が増加した。

△学校との連携を図っていく必要がある。
	Ａ
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	施策３　社会体育の充実

	

	１．社会体育の推進

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	運動習慣の定着化の推進
	・子どもチャレンジ塾等の体験活動やあびらパワフルデーの開催、水泳教室やヨガ教室等の各種教室の開催。
	○様々な体験活動等の開催により、運動に取り組む動機づけを図ることができた。

○各種教室の開催により、運動に親しむ機会を創出することができた。

△軽スポーツの普及拡大方法と各種教室参加者の関心意欲を継続させていくことが必要。
	Ａ

	スポーツの日常化の推進
	・アイスゲット大会の開催とアイスアリーナ無料優待プランの実施。

・ミクニカップキッズアイスホッケー大会の開催支援。

・町民に広く推奨する奨励スポーツの選定。
	○アイスゲット大会参加者と事前練習等の利用者が定着しつつある。

○ミクニカップは道内から１２チームが参加して大会を開催することができた。

△アイスゲットのさらなる普及拡大方法の検討が必要。

△奨励スポーツの選定は、課内の検討にとどまってしまったため、体育指導委員と検討する必要がある。
	Ａ

	競技力の向上
	・外部コーチの積極的な活用と大会参加助成金によるアスリートの支援。
	○外部コーチの活用により、全国大会優勝者を輩出することができた。他の活動でも一定の成果をあげている。

○引き続き大会助成金により支援を行った。

△競技者の底上げが急務となっている競技あるなど、学校部活動が円滑に活動できるよう支援が必要。
	Ａ

	団体の育成・支援
	・体育協会への支援。
	○体育協会交付金を通して、各団体が円滑に活動できるよう支援した。

△少子化に伴い団員数が減少してきている少年団もあるため、支援策を検討する必要がある。
	Ｂ
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	２．施設の効果的活用

	施策の基本方針
	具体的な取り組み内容
	成果(○)と課題(△)
	評価

	施設の効果的な活用
	・せいこドームの健康増進拠点施設化をめざした各種取り組みの実施。
・プールフロアの設置。

・維持管理コストの見直しと施設の効率的な運営。
	○せいこドームは、健康増進事業の実施と施設案内の改善等のソフト面の充実や、プールフロアの設置によるウォーキング専用レーンの常設などにより、従来より利用しやすい施設に改革を進めることができた。
○社会体育施設全般について、維持管理コストを見直しながら経費節減に努めて、効率的な運営ができた。

△せいこドームの改革は、時間を要するものもあり、長期的な視野に立って継続して取り組む必要がある。
	Ａ

	計画的な整備・改修
	・安平、遠浅プールの上屋鉄骨補強及び塗装工事の実施。

・追分プール上屋鉄骨塗装工事の実施。

・安平山スキーリフト整備の実施。
	○現有施設をできるだけ長期間にわたって快適に使用することができるよう、計画的な整備・改修を実施した。

△老朽化が著しい施設については、長期的な運営方針を地域と協議していく必要がある。
	Ａ
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３．外部評価

　　１　学識経験者

　　　　　教育委員会が行った点検・評価の結果に関して、次の４人の方から意見や助言をいた

　　　　だきました。

　　　　　いただいた意見等については、今後の施策、事業等の実施に活用してまいります。

　　　　　　　古　川　英　俊　　様（安平町校長会会長）
　　　　　　　西　田　　　孝　　様（安平町社会教育委員長）
　　　　　　　秦　野　公　彦　　様（安平町文化財保護委員会委員長）
　　　　　　　大　橋　　　稔　　様（安平町体力づくり推進協議会会長）
　　２　意見及び助言

　　　　　安平町教育委員会の事務事業の点検・評価を行った結果、事業全体としては、教育環
　　　　境の整備から教育の振興に至るまで、概ね期待通りの成果は達成されているものと評価
　　　　する。
　　　　　学校教育の充実では、子どもたちに学ぶ意欲や態度を育むとともに、基礎・基本の確

　　　　実な定着が必要であるが、全国学力・学習状況調査での小学生の正答率が低い原因につ
　　　　いては、サンプリングして追跡調査をするなど、原因を探る必要がある。
　　　　　また、学校施設等整備については、今後も計画的な整備・修繕を進める必要がある。
　　　　　社会教育の充実では、町民に直結した事業が実施されており、これらについては、概

　　　　ね目的が達成されており、生涯学習フェスティバル等の事業を実行委員会方式にし、他
　　　　団体と情報交換などが図られ、情報の共有化ができ、一体感を感じることができたが、
　　　　事業の周知について、広報やチラシで情報提供しているが、見ない人も結構いることか
　　　　ら情報発信の仕方を工夫する必要がある。
　　　　　平和教育として、広島平和記念式典に子どもたちを派遣しているが、この事業の趣旨
　　　　を考えれば、派遣する人数を増やして多くの子どもたちに体験させる必要がある。
　　　　　高齢者を対象にした事業の開催日が、他団体と競合することがあるので、事前に調整
　　　　する必要がある。
　　　　　学社融合の取り組みでは、学校と社会（地域）が遠く感じられ、学校と地域社会との

　　　　繋がりができていないように見受けられる。学校をもっと理解してもらうためには、学
　　　　校と町内会（自治会）などが話し合える環境をつくる必要がある。
　　　　　また、郷土資料館や鉄道資料館等の文化財関係施設は、備品を陳列するだけでなく、
　　　　ボランティア等を活用した運営方法などを探っていく必要がある。
　　　　　社会体育の充実については、両地区にある体育施設の利用について有効活用するてだ
　　　　てが必要であり、地域にある老朽化した施設については、取り壊すだけでなく、壊した
　　　　あとに代替施設を建設するなどの手当てが必要である。
　　　　　また、各種団体の会員が高齢化になり、今後の運営が困難になって消滅してしまうお
　　　　それがあることから、団体支援のあり方について考えていく必要がある。
　　　　　教育委員会は、この事務事業の点検・評価の内容を十分精査し、教育行政の質的向上
　　　　に向けて一層の創意・工夫を講じ、今後の教育行政の運営に努力していただきたい。
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１　平成２１年度教育行政執行方針

はじめに　　　　　平成２１年安平町議会第２回定例会の開会にあたり、安平町教育行政の執行
　　　　　　　　方針を申し上げ、広く関係各位のご理解とご協力のもとに、諸施策の推進に努

　　　　　　　　めてまいります。
　　　　　　　　　さて、安平町の教育を取り巻く環境をみてまいりますと、国においては、教
　　　　　　　　育の憲法といわれている教育基本法、及び各種関係法令の改正に引き続き、作
　　　　　　　　年、新しい学習指導要領が告示されるとともに、教育振興基本計画が策定され
　　　　　　　　ました。
　　　　　　　　　また、全国学力・学習状況調査の結果が示すとおり、子どもたちに確かな学
　　　　　　　　力を定着させることや、少子高齢化をはじめとする様々な社会構造の変化など、
　　　　　　　　早急に取り組まなければならない教育課題も多く、本町の教育は、大きな転換
　　　　　　　　期を迎えています。
　　　　　　　　　このような中、子どもたちの教育環境の創造のために、一体何ができるのか
　　　　　　　　といった視点に立ち、「すべては子どもたちのために」を共通の基盤として、
　　　　　　　　学校・家庭・地域が一体となって取組んでいくことが重要であると考えており
　　　　　　　　ます。
　　　　　　　　　いつの時代にあっても、国家百年の大計は教育にあり、子どもたち一人ひと
　　　　　　　　りが輝き、未来に夢を託す社会の建設は、国にあっても地方においても不変の
　　　　　　　　課題であります。
　　　　　　　　　「町には人材が、田舎には人物が育つ」という言葉がありますが、教育委員

　　　　　　　　会としては、人格の完成を目指すという教育の究極の目的に向けて、安平町教

　　　　　　　　育目標を盛り込んだ、平成２０年度以降の新しい指針となる「生涯学習計画」

　　　　　　　　に基づき、学校教育の質的充実と社会教育の振興を図ってまいります。

　　　　　　　　　さらに、昨年設置した「安平町学校支援地域本部」の機能を十分発揮し、地

　　　　　　　　域全体で学校教育活動を支援するなど、学社融合を一層進めながら、安平町ら
　　　　　　　　しい生涯学習社会の実現に努めてまいります。

Ⅰ学校教育　　　　このような考え方に立ち、はじめに『学校教育の充実』について申し上げま

　の充実　　　　す。

（学校教育　　　　学校教育の推進につきましては、昨年制定いたしました「安平町教育目標」
の推進）　　　　を基本として、児童生徒の「確かな学力」、「豊かな心」、「健やかな体」の知・
　　　　　　　　徳・体の調和のとれた、「生きる力」を育むことを目標に取組んでまいります。
　　　　　　　　　「確かな学力」の向上につきましては、児童生徒の学ぶ意欲や態度を育むと
　　　　　　　　ともに、学習指導等を工夫することが、基礎・基本の確実な定着につながるこ
　　　　　　　　とから、昨年設立いたしました「学校改善推進委員会」を中心に、学習指導の
　　　　　　　　一層の改善に努めるとともに、具体的な方策などを検討し、児童生徒の学力向
　　　　　　　　上に努めてまいります。
　　　　　　　　　また、新学習指導要領が、小学校では平成２３年度から、中学校では２４年
　　　　　　　　度から全面的に実施されますが、小学校で外国語が必修になることから、移行
　　　　　　　　期間である本年度から積極的に取組むとともに、各学校がスムーズに対応して

　　　　　　　　いくことができるよう、「新教育課程に係る会議」を中心に、適切な教育課程
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　　　　　　　　の編制実施に努めてまいります。

　　　　　　　　　なお、安平町の教育分野における課題について懇談できる場として、昨年設
　　　　　　　　立いたしました、教育関係者による横断的な組織、「教育懇談会」を必要に応
　　　　　　　　じて開催してまいります。
　　　　　　　　　学校統廃合問題につきましては、住民の皆様から様々な提案が寄せられてい
　　　　　　　　ることから、単位ＰＴＡごとに何らかの形で、「小学校の統廃合をどのように
　　　　　　　　考えるのか」、議論していただく場を設定していただくよう、お願いしてまい
　　　　　　　　ります。

（幼稚園教　　　　幼稚園教育の推進につきましては、遊びを中心とした教育活動や集団生活を
育）　　　　　　通して、幼稚園の教育目標である、豊かな心とたくましい体の育成を目指して
　　　　　　　　自立心を助長するなど、発達段階に応じた指導に努めてまいります。
　　　　　　　　　また、本年度は、胆振公立幼稚園教育研究大会が安平町で開催されますので、
　　　　　　　　支援してまいります。
（特別支援　　　　特別支援教育につきましては、これまでの各学校における実践を踏まえなが
教育）　　　　　ら、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた、きめ細やかな指導を図るた
　　　　　　　　めに、本年度も特別支援教育補助員や言語聴覚士の配置を継続するとともに、
　　　　　　　　就学指導委員会などの意見を尊重して、児童生徒の自立支援に努めてまいりま
　　　　　　　　す。

（生徒指導）　　　生徒指導につきましては、いじめは、どこの学校でも、どの子にも起こり得
　　　　　　　　る問題であるとの認識に立ち、「いじめを絶対に許さない学校」を目指すため
　　　　　　　　に、日頃から児童生徒が発する小さなサインも見逃さず、いじめの早期発見、
　　　　　　　　早期対応に努めるとともに、児童生徒との信頼関係を基本に置いた指導に努め
　　　　　　　　てまいります。
　　　　　　　　　また、本年度も小学校には必要に応じたカウンセラーの派遣、並びに中学校
　　　　　　　　には「心の教室相談員」を継続配置するとともに、生涯学習アドバイザーを派

　　　　　　　　遣し、相談窓口の充実に努めてまいります。
（健康・安　　　　健康・安全教育につきましては、児童生徒が健やかにたくましく成長するた
全教育）　　　　めには、安全の確保や心身の健康が重要となることから、児童生徒の安全・安
　　　　　　　　心の確保に向け、学校の危機管理マニュアルを基にした防災・防犯訓練や、児
　　　　　　　　童生徒が自ら身を守る能力を育成するための防犯教室、交通安全教室の実践を
　　　　　　　　促してまいりますとともに、発達段階に応じた健康教育の充実に努めてまいり
　　　　　　　　ます。
（総合的な　　　　総合的な学習の時間につきましては、新学習指導要領では時数が減となりま
学習の時間）　　すが、総合的な学習の時間のねらいでもあります、自ら学び自ら考える力の育
　　　　　　　　成、すなわち「生きる力」を育てることは、新学習指導要領でも重要となるこ
　　　　　　　　とから、今後とも、各学校における総合的な学習の時間の支援に努めてまいり
　　　　　　　　ます。
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（教職員の　　　　教職員の資質の向上につきましては、社会の変化に対応した使命感を自覚す
資質の向上）　　るとともに、児童生徒への深い愛情と使命感を持ち、豊かな人間性や社会性に
　　　　　　　　基づいた指導力向上のために、職場のチームワークを重視した校内研修の充実
　　　　　　　　や、指導主事の学校訪問活用など、教育の専門家としての資質能力向上の支援
　　　　　　　　に努めてまいります。
　　　　　　　　　なお、教員が企業・施設等において、教員以外の仕事を体験することにより、

　　　　　　　　視野を広げることを目的としている、１年間の「教員長期社会体験研修事業」

　　　　　　　　に、本年度１名派遣したいと考えております。

（高等学校）　　　追分高等学校につきましては、北海道教育委員会の適正配置計画の中で、平
　　　　　　　　成２２年度に１間口減の計画が示されており、平成２１年度の入学志願者数も
　　　　　　　　当初倍率０.８倍（出願変更倍率０.９倍）と大変厳しい状況にありますが、本
　　　　　　　　年度も昨年度と同様の支援を行ってまいりますとともに、今後も引き続き、学
　　　　　　　　校、行政、民間の連携を絶やさず、粘り強く、間口現行維持及び存続運動に努
　　　　　　　　めてまいります。
　　　　　　　　　今後とも、町理事者、並びに町議会のご理解をいただきますようお願い申し
　　　　　　　　上げます。
（学校給食）　　　学校給食につきましては、児童生徒に望ましい食習慣を身に付けさせるため
　　　　　　　　に、栄養教諭による「食に関する指導」に努めるとともに、安全・安心を第一
　　　　　　　　に食材の選択に注意を払い、地場産食材を生かした献立を工夫するなど、おい
　　　　　　　　しい給食づくりに努めてまいります。
　　　　　　　　　現在、食品の値上がりが続き、様々な原料に波及し、値上げ幅も大きいため、
　　　　　　　　これまでの給食内容を維持することが難しいことから、保護者の皆様の意見を
　　　　　　　　参考に、給食センター運営委員会に給食費の改定を諮問し答申をいただいた結
　　　　　　　　果、本年度から値上げ改定することとさせていただきたいと思いますので、ご
　　　　　　　　理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　また、本年度、学校給食による食中毒を予防し、安全な施設に資するため、
　　　　　　　　使用される食品の細菌、農薬、添加物などの検査を実施することについて、北

　　　　　　　　海道教育委員会からの指定要請がありましたので、それを実施するとともに、

　　　　　　　　なお一層、食品の安全管理の徹底に努めてまいります。

　　　　　　　　　給食センターの整備につきましては、引き続き施設整備内容について、研究

　　　　　　　　を進めてまいります。

（学校施設　　　　学校施設などの整備につきましては、本年度、町内の学校管理職住宅の整備
等の整備）　　　では、最後となる遠浅小学校教頭住宅の建設、学校整備事業として、遠浅小学
　　　　　　　　校機械室屋根防水工事、早来小学校２階のトイレ洋式便器増設改修、並びに早
　　　　　　　　来小学校と遠浅小学校体育館ワックス塗布などを実施するとともに、アスベス
　　　　　　　　ト含有量の基準値が法により変更になったことから、早来・安平・追分小学校
　　　　　　　　の各機械室のアスベスト含有量の分析調査を実施してまいります。
　　　　　　　　　また、国の２次補正関連事業として、追分中学校の耐力度調査事業、早来中

　　　　　　　　学校の耐震診断事業、及びスクールバス更新事業を実施してまいります。

　　　　　　　　　なお、スクールバスにつきましては、町民の利便性の向上とバスの有効活用
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　　　　　　　　を図るため、登下校時に追分農村地区の町民の乗車を行っておりますが、本年
　　　　　　　　度から早来地区の町民の皆さまが乗車できるよう、運行基準の見直しを行って

　　　　　　　　まいります。

Ⅱ社会教育　　　　次に『社会教育の充実』について申し上げます。

　の充実

（社会教育　　　　社会教育につきましては、町民一人ひとりが豊かで生きがいのある人生を築
の推進）　　　　く生涯学習社会の形成のため、関係機関・団体と連携して、その充実に努めて
　　　　　　　　まいります。
　　　　　　　　　そのため、生涯学習フェスティバル、出前講座などの実施や町民マスター制
　　　　　　　　度の創設をとおして、人材情報の提供などを行うほか、各種学習相談や生涯学
　　　　　　　　習だより「きらり」をとおした学習情報の提供に努め、町民自らが学ぶ楽しみ
　　　　　　　　を享受できるよう、支援してまいります。
（各時期に　　　　生涯の各時期における学習機会の充実につきましては、それぞれの年代にお
おける学習　　　ける学習ニーズ、課題等を的確に把握し、生涯学習への意欲が高まるよう、充
機会の充実）　　実した学習機会の提供に努めてまいります。
（青少年教　　　　青少年教育につきましては、子どもたちの豊かな心や社会性を育むため、地
育）　　　　　　域の資源を充分に生かしながら体験活動を行う「サバイバルキャンプ」や、「子
　　　　　　　　どもチャレンジ塾」、「放課後子ども教室」を継続して実施していくとともに、
　　　　　　　　地域や学校、学年を超えた交流活動を進めていくため、安平町子ども会育成連
　　　　　　　　絡協議会への支援と協力に努めてまいります。
　　　　　　　　　また、核兵器廃絶平和の町宣言に伴う象徴的な取組として実施している広島
　　　　　　　　平和記念式典派遣事業につきましては、派遣人員を増やすなどの充実を図ると
　　　　　　　　ともに、関係機関の取組と連携し、未来永劫の平和を守る子どもたちへの平和
　　　　　　　　教育を一層充実してまいります。
　　　　　　　　　さらに、子どもたちの安全確保のため、地域の力をお借りしながら子どもた

　　　　　　　　ちを見守る子どもサポート隊を引き続き実施してまいります。
　　　　　　　　　青年期につきましては、情報を収集し、ニーズを捉えた学習機会の提供に努

　　　　　　　　めてまいります。
（女性教育）　　　女性教育につきましては、ライフスタイルの変化に伴い、子育て・家事・介
　　　　　　　　護と仕事との両立など、生活と直結した現代的な課題や、男女平等参画等の社
　　　　　　　　会参加に向けた意識改革や取組が大切となっております。
　　　　　　　　　地域社会の中で共に支え合う協調・協力の心を大切にするために、様々な活
　　　　　　　　動への参加を促進するとともに、安平町婦人団体連絡協議会への追分地区既存
　　　　　　　　団体の一部先行加入などを模索し、組織の拡大に努めてまいります。
（成人教育）　　　成人教育につきましては、個人における仕事や余暇の時間、学習要求が幅広
　　　　　　　　いことから、社会教育事業企画検討会の中で、生涯学習ボランティアスタッフ
　　　　　　　　の意見・アイデアを収集し、より町民の皆さんの要望に叶う学習機会の提供に
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　　　　　　　　努め、それぞれの課題に対応できるよう情報収集、相談体制を充実させるとと
　　　　　　　　もに、「マイプラン・マイスタディ事業」をとおして主体的な学習活動を支援
　　　　　　　　してまいります。
（家庭教育）　　　家庭教育につきましては、妊娠期から思春期までの子どもの発達段階に応じ
　　　　　　　　た学習機会を保護者向けに提供するとともに、将来親となる生徒を対象とした
　　　　　　　　家庭教育講座の実施に努めてまいります。
　　　　　　　　　さらに、体制の充実や親同士の交流を目指し、子育てを側面から支える子育
　　　　　　　　てサポーターや読み聞かせ団体を支援するとともに、新たな人材の育成に努め
　　　　　　　　てまいります。
（高齢者教　　　　高齢者教育につきましては、高齢化が加速する今日、その豊かな経験や知識
育）　　　　　　を生かした、若い世代との交流や社会参加の機会を確保しながら、家庭や地域
　　　　　　　　において孤立することなく、高齢者が生き生きと輝き健康な毎日を送れるよう、
　　　　　　　　高齢者大学の開設など、多様な学習機会の提供と充実に努めてまいります。
（学社融合）　　　学校教育と社会教育の融合につきましては、学校と社会教育がそれぞれのね
　　　　　　　　らいや到達点を共有し、人材や自然、施設などの地域の教育力を存分に生かし
　　　　　　　　ながら、一体となって学習活動を計画・立案し、児童・生徒と地域住民の双方
　　　　　　　　に有意義な学習活動を展開していけるよう努めてまいります。
　　　　　　　　　また、学社融合推進連絡会議を活用し、一層の情報共有や意見交換を進める
　　　　　　　　とともに、引き続き生涯学習アドバイザーを配置し、学習活動のコーディネー
　　　　　　　　トや学習相談体制の充実に努めてまいります。
（国際理解　　　　国際理解教育につきましては、平成２０年度に統合した安平町国際文化交流
教育）　　　　　センターが主催する、中学生海外派遣事業への支援をとおして、国際感覚を身
　　　　　　　　につけ、国内外の見識を広げる人材の育成に努めるとともに、町内在住の外国
　　　　　　　　人の方々との交流や、相互理解を深めるための活動に努めてまいります。
（芸術文化　　　　芸術文化の振興につきましては、人々の価値観が多様化し、心の豊かさが求
・文化財）　　　められている時代の中、文化協会を中心とした、町民の多彩な活動が活発化し
　　　　　　　　ており、芸術文化は、今や日常生活の中で不可欠のものとなっております。
　　　　　　　　　そのため、優良な音楽や演劇などの鑑賞機会を提供するとともに、町民参加
　　　　　　　　型の芸術文化事業を支援してまいります。
　　　　　　　　　また、追分公民館のロビーコンサートにつきましては、新たに実行委員会方

　　　　　　　　式に転換し、引き続き支援してまいります。
　　　　　　　　　文化財につきましては、新たに文化財として指定した早来地区の１１の文化
　　　　　　　　財について、名称・由来などの説明看板を設置するとともに、鉄道資料館に代
　　　　　　　　表される既存の文化遺産については、客車など施設の改修を施し、町の歴史や
　　　　　　　　文化に触れる機会の提供と保存に努めてまいります。
　　　　　　　　　なお、郷土資料館と郷土資料保管庫につきましては、引き続き臨時開館や移

　　　　　　　　動展示を行い、より効果的な資料の活用に努めてまいります。
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（施設の効　　　　安平町には４つの公民館があり、地域の生涯学習活動の拠点として活用いた
果的活用）　　　だいておりまいが、交流の場として多くの利用があることから、町民の主体的
　　　　　　　　な活動が安全で快適に行えるよう、適正な運営と維持管理に努めてまいります。
　　　　　　　　　また、公民館図書室につきましては、町民の多様化する学習意欲、読書ニー
　　　　　　　　ズに対応した蔵書整備はもとより、道立図書館などと広域的な連携を図りなが
　　　　　　　　ら、貸し出し冊数の増加に努めてまいります。
Ⅲ社会体育　　　　次に『社会体育の充実』について申し上げます。

　の充実

（社会体育　　　　社会体育の推進ですが、心身ともに健康で充実した生活を営むためには、誰
の推進）　　　　もが、いつでも、どこでもスポーツに親しめる、生涯スポーツ社会の実現を図
　　　　　　　　っていく必要があります。
　　　　　　　　　そのため、体験活動を主眼とした「子どもチャレンジ塾」や、数多くの町民
　　　　　　　　参加のもと行われる生涯学習フェスティバル「あびらパワフルデー」などの開
　　　　　　　　催により、スポーツに親しむ動機づけを図るとともに、水泳教室や各種計スポ
　　　　　　　　―ツ事業の開催により、運動習慣の定着化に努めてまいります。
　　　　　　　　　併せて、「ミクニカップ・キッズアイスホッケー大会」の開催について支援
　　　　　　　　するとともに、町民に広く推奨する「奨励スポーツ」の選定を、スポーツ振興
　　　　　　　　の推進役である体育指導委員と検討し、スポーツの日常化を目指してまいりま
　　　　　　　　す。

　　　　　　　　　また、全道・全国大会参加助成や外部コーチの積極的な活用により、国内は

　　　　　　　　もとより、世界を舞台に活躍する子ども達が誕生していることから、今後も青

　　　　　　　　少年の健全育成と競技力向上に努めるとともに、体育協会をはじめとする各種

　　　　　　　　団体の自主的・主体的な活動の支援に努めてまいります。

（施設の効　　　　社会体育施設につきましては、今後とも、維持管理コストの見直しを図りな
果的活用）　　　がら、さらに、効率的な運営に心がけ、健康づくり、体力づくり施設としての
　　　　　　　　機能が、より一層発揮できるような事業を展開し、町民の健康増進の場として
　　　　　　　　有効活用されるように努めてまいります。
　　　　　　　　　また、水泳の普及振興と健康増進の拠点施設として位置づけられている、せ
　　　　　　　　いこドーム「温水プール」の利用者ニーズに対応したソフト事業の一層の充実
　　　　　　　　を図るとともに、「アイスアリーナ」につきましては、企業のホームリンクと
　　　　　　　　して定期的に利用していただけるよう働きかけてまいります。
　　　　　　　　　なお、地域のプールとして親しまれている遠浅・安平プールにつきましては、
　　　　　　　　上屋の修繕を行ってまいります。
　　　　　　　　　その他の体育施設につきましては、計画的な整備改修を実施し、現有施設を
　　　　　　　　できるだけ長期間利用していただけるように努めてまいります。

おわりに　　　　　以上、教育行政に臨む決意を申し上げましたが、新しい時代を拓く、創造性
　　　　　　　　溢れる人材の育成に向けて、町長部局や関係機関、教育諸団体との密接な連携
　　　　　　　　を保ち、本町の教育の振興・発展のために最善の努力を尽くす所存であります。
　　　　　　　　　町議会をはじめ、町民の皆様の教育行政に対するより一層のご理解とご協力
　　　　　　　　を心からお願い申し上げ、平成２１年度の教育行政執行方針といたします。
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２　安平町教育委員会の組織（平成２１年度）

　(1)教育委員会

	職　　　名
	氏　　　　　名
	職　業
	任　　期
	委員就任

年月日

	委　員　長
	古　卿　誠　幸
	僧　侶
	Ｈ２１．５．２
　～

Ｈ２５．５．１
	Ｈ１８．３．２７

	委　員　長

職務代理者
	磯　部　正　宏
	農　業
	Ｈ１８．５．２

　～

Ｈ２２．５．１
	Ｈ１８．５．２

	委　　　員
	足　利　　　恵
	無　職
	Ｈ１８．５．２

　～

Ｈ２２．５．１
	Ｈ１８．５．２

	委　　　員
	平　沖　道　治
	無　職
	Ｈ２０．５．２

　～

Ｈ２４．５．１
	Ｈ２０．５．２

	教　育　長
	豊　島　　　滋
	
	Ｈ１９．５．２

　～

Ｈ２３．５．１
	Ｈ１８．５．２


　(2)事務局組織（平成２１年４月１日現在）

　　　＜学校教育課＞　　　　　　　　　　　　＜生涯学習課＞
　　　　学校教育グループ　　　　　　　　　　　社会教育グループ
　　　　（施設）　　　　　　　　　　　　　　　（施設）
　　　　　早来学校給食センター　　　　　　　　　早来公民館（町民センター）
　　　　　追分学校給食センター　　　　　　　　　追分公民館
　　　　　追分幼稚園　　　　　　　　　　　　　　遠浅公民館・安平公民館
　　　　　小学校（５校）　　　　　　　　　　　　せいこドーム（スポーツセンター）
　　　　　中学校（２校）　　　　　　　　　　　　早来研修センター・スポーツ合宿所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　野球場（柏が丘球場・ときわ球場）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安平山スキー場・安平山ろく交流センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町民スケートリンク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多目的スポーツセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追分ゲートボール場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テニスコート（早来・追分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遠浅グラウンド
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プール（追分・遠浅・安平）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追分鉄道資料館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郷土資料館（早来・追分）
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３　予算及び決算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

	
	21年度予算額
	21年度決算額
	繰越明許

	１０款　教育費
	468,920,000
	607,135,915
	155,078,000

	
	１項　教育総務費
	137,370,000
	230,865,084
	63,783,000

	
	
	１目　教育委員会費
	1,441,000
	1,403,921
	

	
	
	２目　事務局費
	2,305,000
	2,123,160
	

	
	
	３目　義務教育振興費
	31,457,000
	28,507,748
	3,021,000

	
	
	４目　教育振興費
	16,710,000
	73,746,686
	60,762,000

	
	
	５目　教員住宅管理費
	61,210,000
	64,084,385
	

	
	
	６目　スクールバス管理費
	24,247,000
	60,999,184
	

	
	２項　小学校費
	53,520,000
	53,558,066
	9,768,000

	
	
	１目　学校管理費
	44,849,000
	45,030,206
	9,768,000

	
	
	２目　教育振興費
	8,671,000
	8,527,860
	

	
	３項　中学校費
	21,058,000
	24,285,998
	

	
	
	１目　学校管理費
	17,929,000
	21,270,554
	

	
	
	２目　教育振興費
	3,129,000
	3,015,444
	

	
	４項　幼稚園費
	2,987,000
	2,832,848
	

	
	
	１目　幼稚園費
	2,987,000
	2,832,848
	

	
	５項　社会教育費
	61,185,000
	91,937,499
	50,580,000

	
	
	１目　社会教育総務費
	11,251,000
	10,557,355
	

	
	
	２目　文化財保護施設費
	2,058,000
	29,332,287
	

	
	
	３目　公民館費
	47,876,000
	52,047,857
	50,580,000

	
	６項　保健体育費
	192,800,000
	203,656,420
	30,947,000

	
	
	１目　保健体育総務費
	5,207,000
	4,902,769
	

	
	
	２目　生涯スポーツ振興事業費
	3,559,000
	2,941,178
	

	
	
	３目　体育施設費
	51,578,000
	49,735,017
	

	
	
	４目　学校給食費
	81,437,000
	84,758,010
	

	
	
	５目　スキー場管理費
	18,481,000
	17,836,753
	

	
	
	６目　町民プール管理費
	933,000
	8,001,012
	10,646,000

	
	
	７目　スポーツセンター管理費
	608,000
	568,670
	

	
	
	８目　せいこドーム維持管理経費
	30,092,000
	34,124,826
	17,336,000

	
	
	９目　野球場管理費
	905,000
	788,185
	2,965,000
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